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は じ め に 

地方独立行政法人長野県立病院機構（以下「病院機構」という。）は、平成22年４月１日に設

立され、以降７年にわたり地方独立行政法人として着実に歩んでまいりました。 

 

今回評価しました平成27年度は、第２期中期計画（平成27年度～31年度）の初年度であり、県

立病院機構では、新たな中期計画を達成するため、「常に最新の情報収集に努め、的確な判断と

迅速な対応により医療制度改革や新たな医療需要に応え、安全で質の高い医療サービスを安定的

に提供していく」ことを目標として病院運営を行ってきました。 

 

地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、病院機構

から平成27年度業務実績報告書の提出を受け、地方独立行政法人法第28条第２項の規定によるほ

か、「年度評価実施要領」、「年度評価の評価基準」及び「平成27年度の年度評価の視点」に基

づき、平成27年度における病院機構の業務の実績に関する評価（以下「年度評価」という。）を

実施しました。 

 

年度評価に当たっては、これまでと同様、単に年度計画の達成状況を評価するだけでなく、病

院機構及び各病院の将来を見据えた評価とするため、各病院の使命を確認するとともに、中期計

画の達成状況など、将来を見据えた中長期的な取組も重視しました。 

また、数字に表れる定量的な分析のみならず、業務改善に向けた戦略的な取組の状況など、定

性的な分析にも力点を置くとともに、成果が現れてきた取組はもちろんのこと、現在は成果が現

れていない取組でも、今後成果が期待できるものについても積極的な評価を行い、中長期的な各

病院のパフォーマンスの向上につながるよう配慮しました。 

さらに、理事長及び各病院長はじめ、機構本部や各病院の職員からの意見聴取を行い、業務実

績報告書など提出書類からだけでは見えてこない、病院現場における業務の実態や職員の病院運

営や将来についての考え方などの把握に努めました。 

 

病院機構による県立病院の運営は、第１期中期計画における目標を達成するなど、概ね順調に

推移してきていますが、第２期中期計画を達成していく上で様々な課題が見えてきており、平成

28年度は、中期計画の今後を検討する上で重要な年になります。 

 

県内における高齢化の進展や国による社会保障制度改革など県内医療を取り巻く環境が大きく

変化する中、県立病院が将来にわたり県民の期待に応え、使命を果たしていくためには、中期計

画の達成に向け、各病院において将来の姿を見据えた医療機能の維持、向上を図るとともに、こ

れまでの取組によって強化された経営基盤をより一層安定的なものとしていくことが重要です。 

 

今回評価委員会が行った平成27年度の年度評価が、県立病院における更なる県民サービスの向

上や業務改善に寄与し、第２期中期計画の達成に向け、各病院の運営が着実に行われていくこと

を委員一同切に望むところであります。 
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第１第１第１第１    年度評価の目的等年度評価の目的等年度評価の目的等年度評価の目的等    

１ 年度評価の目的 

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第28条第１項の規定による病院機構に係る年

度評価は、病院機構の業務の質の向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資すること等を

目的とする。 

 

２ 年度評価の基本 

年度評価は次に掲げる事項を基本として行うものとする。 

(1) 年度評価は、各事業年度における病院機構の業務の実績に基づき中期計画の実施状況の

調査及び分析を行い、その結果を踏まえ、当該業務の実績の全体について総合的な評価を

行うこと。 

(2) 中期計画の実施状況を的確に把握するため、病院機構理事等からの意見聴取を行うこと。 

(3) 病院機構の質的向上を促す観点から、戦略性が高く意欲的な目標及び計画については、

達成状況の他に取組の過程や内容を評価する等、積極的な取組として適切に評価を行うこ

と。 

 

３ 実施方法 

(1) 調査及び分析 

中期計画の実施状況について、業務実績報告書等に基づき病院機構理事等からの意見聴

取を行うことなどにより、調査及び分析を行う。 

(2) 評価 

 ア  総合評価 

大項目別の状況及び病院、介護老人保健施設別の状況並びに業務実績報告書の全般的

実績の総括等を踏まえ、中期計画の実施状況を評価する。 

イ  大項目別の状況 

調査及び分析の結果を踏まえ、中期計画の「第１県民に提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する事項」及び「第２業務運営の改善及び効率化に関する事項」につ

いて、中期計画の達成に向けた業務の実施状況を記述するとともに、特に評価できる点

及び課題となる点を記述する。 

ウ  病院、介護老人保健施設別の状況 

病院、介護老人保健施設別にその特性に配慮しつつ、特に評価できる点、課題となる

点等の重要事項について記述する。 

 

第２第２第２第２    年度評価の視点年度評価の視点年度評価の視点年度評価の視点    

(1) 平成27年度の年度計画の実施状況に対する評価の視点 

年度計画に沿った病院運営が確実に行われ、県民に提供するサービス及び業務の質の向

上や、業務運営の改善及び効率化が図られているかどうか検証し、その成果や取組の状況

について評価を行う。 

(2) 平成26年度評価の「今後に向けた課題」への取組に対する評価の視点 

平成26年度評価で指摘した課題を克服するため、具体的な取組が行われ、確実に改善さ

れているか、あるいは改善の見込みがあるかどうか検証し、課題への対応状況について評

価を行う。 

(3) 第２期中期計画（Ｈ27～Ｈ31年度）の進捗状況に対する評価の視点 

平成27年度における取組が、中期計画の着実な達成のために十分なレベルに達している

かどうか検証する。 
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第３第３第３第３    評価結果評価結果評価結果評価結果    

１ 総合評価 

病院機構による平成27年度の県立病院の運営は、中期計画で定める、地域医療の確保・維

持や高度・専門医療の一層の充実を図ったほか、安定的かつ効率的な業務運営に向け、経営

改善に取り組んだ。 

 

中期計画に定められた「県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」

については、医療の質の向上を図りつつ、それぞれの地域のニーズに応じた医療、高度・専

門医療を関係機関と連携し提供するとともに、機構内のみならず県内の医療人材の育成や県

内医療水準の向上に向けた取組を進めた。特に評価できる取組として、須坂病院での地域包

括ケア病棟

１

の通年運用や在宅医療の積極的な提供、阿南病院の阿南町の医療介護の情報共有

システムへの参加などの高齢者等が住み慣れた場所で生活を続けるための取組や、木曽病院が

「地域がん診療病院

２

」の指定を受けるため、木曽地域におけるがん医療を充実させた取組があげ

られる。 

また、医師の確保が引き続き困難な中、信州大学等との連携をはじめ、機構の人的ネット

ワーク、独自の医師研究資金貸与制度の活用など様々な取組により医師の増員を図り、各病

院における診療体制を充実させた。今後も看護師や医療技術職員も含め、県立病院に求めら

れる医療を提供していくうえで必要な人材の確保に努めていただきたい。 

 

「業務運営の改善及び効率化に関する事項」については、職員の採用にあたり、収益面で

の効果などを考慮して職員配置を行ったほか、医療組織にふさわしい人事評価制度の構築に

向けた検討を始めた。また、年度計画を着実に実施するため、各病院でアクションプランを

策定し、その進捗を意識した病院運営に努めるなど、中期計画達成に向けた様々な面からの

取組が行われた。引き続き、職員の経営参加を通じ、経営改善に取り組んでいただきたい。 

 

「財務内容の改善に関する事項」については、入院・外来患者数の増加やへき地医療への

支援を重視した運営費負担金の増額などにより、経常収益は前年度に比べ６億円余り増加し、

機構設立以来最高となった。一方、経常費用は、医師等の職員の増員等による給与費や年金

制度改革による法定福利費の増加があったものの、経常損益は平成26年度と比べ大幅に改善

し3,657万円の黒字となった。今後、中期計画の目標を確実に達成するため、各病院において

は、収益の確保や費用の削減に積極的に取り組むとともに、機構本部では、各病院の経営状

況を把握しながら機構全体における経営の舵取りをしていただきたい。 

 

第２期中期計画の初年度である平成27年度は、年度計画について十分に取り組んでおり、

医師の確保や地域医療の提供などで一定の成果を上げることができた。引き続き、関係機関

との連携を図り、県民に良質な医療を提供していくことを期待する。 

また、決算については病院の取組等により、経常収支は平成26年度と比べると大きく改善

し、２年ぶりの黒字を確保したものの、年度計画には及ばなかったため、今後も経営改善に

向けて取り組む必要がある。 

 

以上のことから、平成27年度における病院機構は、第２期中期計画の初年度として県民か

ら求められる医療を確実に提供するとともに、地方独立行政法人にふさわしい経営基盤の確

立に向け、着実に進んでいることが確認できた。今後、医療を取り巻く環境が変化する中、

県立病院に求められる医療サービスを充実させていくとともに、安定的な病院運営を図るた

め経営改善に向けた取組を継続することで、第２期中期計画を達成できるものと思われる。 
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２ 大項目別の状況 

(1) 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

   ア 中項目別の主な取組 

(ｱ) 医療・介護サービスの提供体制改革を踏まえた地域医療、高度・専門医療の提供     

・須坂病院では、信州大学等への支援要請や医師求人サイト等の活用など様々な手段

により医師確保に努め、外科や循環器内科等の診療体制が充実した。また、内視鏡

センターでの積極的な検査や、平成 26 年度に開設した歯科口腔外科の年度を通した

診療、耳鼻咽喉科や泌尿器科等の午後外来の開設など地域の需要に応じた医療を提

供した。 

・こころの医療センター駒ヶ根では、県の精神科医療の中核病院として、24 時間救急

患者の受入体制を維持するとともに、児童精神科病棟については、スタッフ充実や

関係機関との連携に努め、平成 26 年度よりも多くの患者を受け入れることができた。

また、医療の質を第三者によって評価する病院機能評価

３

認定を得るため、療養環境

の整備や各種規定の整備等に取り組み、県内の精神単科病院として初めて認定を受

けるなど、県の精神科医療の中核病院として機能の充実や医療の質の向上に努めた。 

・阿南病院では、引き続き電子カルテシステムにアクセスできるモバイル端末を活用

しながら、無医地区への巡回診療を実施した。また、新たに採用した言語聴覚士や

須坂病院から派遣された理学療法士によってリハビリ科を充実させ、脳梗塞や嚥下

障害等による機能障害からの回復を図るとともに、認知症看護認定看護師

４

らによる

「認知症なんでも相談室」の運営や認知症を併発した入院患者のための院内デイ

サービスを開始するなど、高齢化する地域において必要な医療の提供に努めた。 

・木曽病院では、全診療科で 24 時間オンコール体制を維持し、救急患者を受け入れる

とともに、在宅医療についても 24 時間訪問できる体制を維持し、へき地における在

宅の高齢患者やターミナルケアが必要な患者に対応している。また、無医地区への

巡回診療についても月２回実施するなど、へき地医療拠点病院

５

の役割を果たした。 

・こども病院では、救急担当医の 24 時間配置やドクターカー等の活用により全県を対

象とした小児高度救急医療を提供するとともに、遺伝子関連検査機能や小児がんの

診療機能を強化し県内医療水準の向上を図った。また、後期研修医の受け入れや小

児在宅医療を担う地域の医療機関等を対象とした研修を開催するなど人材育成に取

り組み、小児・周産期の高度・専門医療を担う中核病院としての役割を発揮した。 

・第一種・第二種感染症指定医療機関である須坂病院では、関係機関とともにエボラ

出血熱等の患者受入れ訓練を実施した。また、災害拠点病院である木曽病院では、

木曽地区の大規模災害を想定した救護訓練にＤＭＡＴ１隊が参加し、初動体制など

の確認を行うなど、各病院においては非常時に対しての訓練等を行った。 

 

(ｲ)  地域における連携とネットワーク構築による医療機能の向上 

・平成 27 年７月に木曽病院の電子カルテシステムが「信州メディカルネット

６

」に接

続し、県立５病院すべてが同ネットへ参加することとなった。各病院ではシステム

を活用し、信州大学医学部附属病院をはじめとする県内の医療機関と電子カルテの

相互参照を行った。 
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・各病院では地域連携クリニカルパス

７

を活用して地域の医療機関と連携した治療を行

うとともに、木曽病院では胃がん等のパスを整備するなど、新たなパスの作成にも

取り組んだ。また、須坂病院では脳卒中などの連携パス運営会議に参加してパスの

有効活用に向けて連携を深めている。 

・須坂病院では、地域包括ケア病棟の順調な稼働や外科の診療体制が充実したことに

などより、初診患者に占める紹介患者の割合が 56.9％と、目標値・前年度実績に対

して上回った。 

・こころの医療センター駒ヶ根では、駒ヶ根市の認知症対策事業に参加して認知症の

早期発見や初期段階での集中治療につなげるなど、地域の認知症対策に貢献した。 

・阿南病院では、消防と連携して中学生を対象にした一次救命講習を行い、高齢化が

進む地域で一次救命の担い手を育成した。 

・木曽病院では郡内４町村が進める地域住民の健康増進施策と連携して、介護予防を

テーマとした講演や体操指導、摂食や認知症に関する講義を行い、延 526 人の参加

があった。 

・こども病院では、信州大学医学部附属病院やこころの医療センター駒ヶ根とともに、

県内 10 圏域ごとに発達障がいの診療ネットワークづくりを進める事業に参加した。 

・県立５病院が協力し、各病院間で医師等を派遣し、診療体制を確保した。 

須坂病院･･･阿南病院にて当直や内科外来診療、理学療法士によるリハビリを実施 

こころの医療センター駒ヶ根･･･阿南病院、木曽病院にて精神科外来業務を実施 

こども病院･･･平成 26年度に続き木曽病院へ助産師を派遣 

病院機構理事長･･･須坂病院と阿南病院にて診察 

    

(ｳ) 人材の確保・育成と県内医療水準の向上への貢献    

・信州大学をはじめとする大学への働きかけや機構の人的ネットワーク、求人会社の

利用や機構独自の医師研究資金貸与制度の活用など様々な策を通じ、医師の確保を

図った。 

・平成 28 年４月採用の職員確保に向けて、看護師は採用試験を複数回実施したほか、

医療技術職員についても随時採用試験を行った。また、看護師や薬剤師については

インターンシップを受け入れた。 

・平成 26 年度からハワイ大学医学部 SimTiki シミュレーションセンターへ派遣された

医師が、国内で２人目となる認定医学シミュレーション教育者の資格を取得したほ

か、SimTiki 研修受講者を対象にしたフォローアップ研修を実施し、スキルアップに

取り組んだ。 

・平成 27 年度は、手術看護、糖尿病看護、認知症看護、感染管理の分野で認定看護師

資格を取得したほか、医療技術職員についても認定資格等の取得に努めた。 

・須坂病院では平成 27 年度から信州型総合医

８

を１名養成するとともに、総合医養成

で先進的な取組を行う福島県立大学との提携関係を維持した。 

・木曽病院では日本医科大学と千葉大学が行う森林浴についての共同研究に参加し、

森林浴による健康増進の医学的効果の検証に協力した。 

・各病院では公開講座や出前講座を開催し、こどもの発達や認知症、糖尿病など身近

で、関心の高いテーマについて情報発信した。 
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・開校２年目の信州木曽看護学校は新たに 23 名が入学した。平成 26 年度に学生の理

解を促すために改善が必要であった授業については、授業の方法の見直しやサポー

ト講座を実施するなどの工夫を加えた。 

 

(ｴ) 県民の視点に立った安全・安心な医療の提供 

・医療安全への取組状況を病院同士で実地に確認し合う医療安全相互点検に、新たに

防災に関する項目を加え、避難経路の明確化や案内の掲示方法の改善を行った。 

・平成 27 年 10 月から施行された医療事故調査制度

９

への理解を深めるため、県と共催

で全県の医療関係者を対象とした研修会を開くとともに、機構における対応を検討

した。 

・各病院ではクリニカルパス（入院患者の治療計画を示した工程表）の適用に努める

とともに、新たなパス作成など、治療工程の明確化に取り組んだ。 

・須坂病院では、病院全体でテーマを決め接遇の向上に取り組んだ。また阿南病院で

は外来での待ち時間を解消するため、原則全科で時間予約制を導入するなど、各病

院の状況に応じて患者サービスの向上に努めた。 

・こども病院に配置している医療メディエーター

１０

は、平成 26 年度から 50 件余り増

加して 418 件の相談に応じた。また、須坂病院でも患者との対話を促進するため、

日本メディエーター協会主催のセミナーに医師、看護師、メディカルソーシャル

ワーカー、事務職員が参加した。 

 

   イ 特に評価できる取組     

区 分 評価のポイント 

地域包括ケアシステム

１１

構築に向けた取組 

須坂病院では、地域包括ケア病棟を年間を通じて安定的に稼

働させ、多くの患者を自宅や介護施設等に移行させることがで

きた。また在宅医療については、利用者のニーズの把握に努

め、平成26年度を上回る訪問診療や訪問看護、訪問リハビリを

実施した。 

阿南病院では、阿南町が推進した地域医療介護連携支援シ

ステムに、病院の電子カルテシステムを接続させ、医療・介

護双方が互いの情報を確認できるようになった。 

高齢者等が住み慣れた場所で生活を続けるため、地域医療を

提供する病院の役割を果たすべく取り組んでいる点を評価した

い。 

木曽病院における「地

域がん診療病院」の指

定に向けた取組 

新たに、地域支援室からがん相談支援センターを独立設置す

るとともに、専従の職員を１名配置し、月２回の患者サロンや

がんに関する相談、情報提供を行うなど患者や家族への支援体

制を充実させた。 

また信州大学医学部附属病院からの派遣医師が外来や病棟、

緩和ケア外来で診療を行ったほか、緩和ケアチームに専従の認

定看護師を配置するなど、がん診療機能を充実させた。 

これらの取組により、「地域がん診療病院」の指定を受け、

木曽地域におけるがん医療を充実させたことを評価したい。 
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ウ 数値目標に対する達成状況 

(ｱ) 患者数  

入院は須坂、阿南、こども病院で目標を上回った。外来は駒ヶ根とこども病院で目

標を上回った。 

    区 分 

平成27年度 

実績  (a) 

平成27年度 

目標値 (b) 

対目標比(a)/(b) 

須 坂 病 院 

入 院 93,727 人 84,234人 111.3％ 

外 来 127,005 人 127,155人 99.9％ 

合 計 220,732 人 211,389人 104.4％ 

こ こ ろ の 医 療 

センター駒ヶ根 

入 院 36,963 人 37,515人 98.5％ 

外 来 42,537 人 39,900人 106.6％ 

合 計 79,500 人 77,415人 102.7％ 

阿 南 病 院 

入 院 16,732 人 16,040人 104.3％ 

外 来 49,893 人 50,458人 98.9％ 

合 計 66,625 人 66,498人 100.2％ 

木 曽 病 院 

入 院 51,162 人 58,170人 88.0％ 

外 来 135,694 人 136,700人 99.3％ 

合 計 186,856 人 194,870人 95.9％ 

こ ど も 病 院 

入 院 54,382 人 52,901人 102.8％ 

外 来 59,651 人 58,561人 101.9％ 

合 計 114,033 人 111,462人 102.3％ 

合  計 

入 院 252,966 人 248,860人 101.6％ 

外 来 414,780 人 412,774人 100.5％ 

合 計 667,746 人 661,634人 100.9％ 

 

 

(ｲ) 新規外来患者数等（須坂病院）     

手術件数以外の項目は目標を上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 在宅医療件数（訪問診療・看護・リハビリ）     

須坂病院では目標を上回った。 

区  分 

平成27年度実績 

(a) 

平成27年度目標値 

(b) 

対目標比(a)/(b) 

須 坂 病 院 5,787件 5,151件 112.3％ 

阿 南 病 院 2,374件 2,700件 87.9％ 

木 曽 病 院 5,074件 6,400件 79.3％ 

区 分 

平成27年度 

実績  (a) 

平成27年度 

目標値 (b) 

対目標比(a)/(b) 

新 外 来 患 者 数 26,501 人 22,500 人 117.8％ 

手術件数（手術室） 1,703件 1,800件 94.6％ 

内 視 鏡 検 査 件 数 6,360件 6,150件 103.4％ 

分 娩 件 数 192件 180件 106.7％ 
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(ｴ) 紹介率及び逆紹介率     

     紹介率は３病院とも実績が目標を上回った。逆紹介率については木曽病院のみ目標

を上回った。 

区 分 平成27年度実績 平成27年度目標値 

須 坂 病 院 

紹介率 56.9％ 45.0％ 

逆紹介率 14.7％ 22.4％ 

阿 南 病 院 

紹介率 14.9％ 13.0％ 

逆紹介率 12.0％ 15.0％ 

木 曽 病 院 

紹介率 19.8％ 17.0％ 

逆紹介率 13.8％ 12.5％ 

 

(ｵ) 認定資格の取得人数    

区 分 平成27年度実績 平成27年度計画値 

認 定 看 護 師 資 格 ５人 ５人 

 

 

 

エ 昨年度指摘された課題への取組 

・地域医療構想

１２

における二次医療圏での病院の役割について、各病院とも地域医療構

想調整会議に参加するとともに（こころの医療センター駒ヶ根は精神科病院であるた

め除く。）、須坂病院、こども病院では二次医療圏における医療需要等の検討を行っ

た。また、木曽病院では木曽医療圏唯一の病院であるため、必要病床数の検討の他、

救急医療、災害拠点病院等の将来確保すべき医療体制についても併せて検討したほか、

阿南病院では地域包括ケア病棟や回復期リハビリ病棟などの施設基準への該当性につ

いて検討を行った。 

 

 

オ 今後に向けた課題 

・各病院では医療の質の向上を図りながら、それぞれの地域のニーズに応じた医療、感

染症や精神、小児・周産期の高度・専門医療を関係機関との連携し提供している。今

後も中期計画に基づく県立病院に求められる医療サービスを着実に提供していただき

たい。 

・医療従事者の確保について、関係大学等との連携や民間会社の利用や研究資金の活用

などにより必要な医師を確保するとともに、看護師や医療技術職員についても養成校

へのアピールや採用試験の工夫を行うなど、各病院が必要とする人材の確保に努めて

いただきたい。 

・患者のニーズを的確に把握するため、各病院において引き続き患者満足度調査を実施

するとともに、その結果を病院職員が共有し、更なる患者サービスの向上に結び付け

ていただきたい。 

 

 

（参考） 病院機構による自己評価の状況 

（県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項：350項目） 

Ａ評価（年度計画に対し十分に取り組み、成果も得ている。）･･･312項目 

Ｂ評価（年度計画に対し十分に取り組んでいる。）･････････････ 30項目 

Ｃ評価（年度計画に対する取組は十分ではない。）･････････････ ０項目 

― （該当なし）･････････････････････････････････････････ ８項目 
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(2) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

   ア 中項目別の主な取組 

(ｱ) 法人の力を最大限発揮する組織運営体制づくり 

・職員の採用計画作成にあたり、人員配置による収益面での効果についても詳しく分

析し、病院経営に資するよう職員配置に取り組んだ。 

・日本医療経営機構が主催する「医療経営人材育成プログラム」等を職員に受講させ、

そこで得た知識を活用し、医療組織にふさわしい人事評価制度の構築に向け具体的な

検討を開始した。 

・職員満足度調査を実施し、木曽病院では職員トイレの改修を行うなど、職員の要望

を踏まえた改善策を実施した 

 ・育児短時間勤務制度については機構全体で 43 人が利用したほか、こども病院の院内

保育所では早朝や延長保育を充実させるなど、仕事と育児が両立できる働きやすい

環境づくりを進めた。 

・木曽病院では 24 年度から進めていた老朽化した看護師宿舎の改修が完了した。 

 

 (ｲ)  経営力の強化  

・病院運営上の様々な課題について、各病院の担当者が横断的に議論・検討を行う各

種プロジェクトチームの活動により、収益力の向上や費用削減等に取り組んだ。 

名  称 主な取組事項等 

情報化推進プロジェクトチーム 

・電子カルテ等情報システムに係るバックアップシ

ステムの構築 

・電子カルテの導入・更新 

経費削減のための事務連絡会議 

委託費や医療材料等の適正化など具体的な削減項目

の検討及び実施 

診療情報管理士連絡会議 

・カルテ監査実施に向けた検討 

・査定、返戻への対応などの情報交換他 

収入担当者会議 

・適正な料金設定の検討 

・未収金の回収に向けた取組の検討 

医療器械等審査部会 医療機器の更新・活用方法などの検討 

業務手順書作成検討委員会 

・事務部における業務手順書の作成に向け、項目や

共通様式等を検討 

・11月から手順書の作成を開始 

広報担当者会議 

・機構年報創刊、医療の質の評価指標（ＱＩ）の検

討、臨床評価指標（ＣＩ）の更新と公表 

・各所属の広報についての情報交換 

 

・業務改善に関する職員提案を募集し、17 件の案が出され、３件を優秀提案として表

彰した。また各病院では毎月の収支状況を各種会議で周知し、改善策を検討するなど、

職員が病院経営へ参加意識を高める取組を進めた。 

・平成 27 年度から新たな課程研修として、リーダーシップ研修、コーチング研修、新

規職員のフォローアップ研修、勤務３年目職員への研修などを始めるなど、人材育成

に取り組んだ。 
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(ｳ)  経営改善の取組 

・年度計画を着実に実施するため、各病院では独自のアクションプラン（行動計画）

の策定やその進捗管理を行った。また、阿南病院では具体的な数値目標を設定して

管理することに努めたほか、こころの医療センター駒ヶ根や木曽病院では各部門が

運営会議で成果や課題を発表するなど、ＰＤＣＡサイクル

１３

による業務改善に努め

た。 

・各病院では、毎月の経営企画会議等でクリニカルインディケーター

１４

などを活用し

て患者の動向などを分析したほか、須坂病院や木曽病院では経営状況等について、

ベンチマークとする病院と比較して客観的な分析を行い経営の質の向上に努めた。 

・こころの医療センター駒ヶ根では、毎日の朝会で職員へ入院患者の状況を共有する

ことで効率的なベッドコントロール

１５

に結び付け、病床利用率の向上に努めたほか、

こども病院では引き続き診療科別の原価計算システムの構築を進めるなど経営改善

に取り組んだ。 

・ＤＰＣ

１６

対象病院の須坂、木曽、こども病院では、診療情報管理士

１７

をはじめ各職

種が連携して請求の精度向上に努めたほか、ＤＰＣデータを経営分析に活用した。 

・人間ドックについて、須坂病院では、新たに健康管理センターに常勤医師を配置し、

実施体制を充実させたほか、木曽病院では、人間ドックや検診の利用者拡大のため、

ケーブルテレビを利用した広報や近隣の事業所への訪問、宿泊先の見直しを行った。 

・各病院では、市町村や地域住民の代表、支援団体、保健・医療・福祉機関等が参加

する病院運営協議会を開催し、病院の取組を説明して意見交換を行い、病院運営に

反映させた。 

 

 

イ 数値目標に対する達成状況 

(ｱ) 医療材料費／医業収益比率    

  須坂、駒ヶ根、こども病院で目標を達成した。 

区 分 

平成27年度 

実績  (a) 

平成27年度 

目標値 (b) 

対目標比(b) /(a) 

須 坂 病 院 22.6％ 22.6％ 100.0％ 

こ こ ろ の 医 療 

セ ン タ ー 駒 ヶ 根 

5.7％ 9.3％ 163.2％ 

阿 南 病 院 17.2％ 16.5％ 95.9％ 

木 曽 病 院 31.0％ 25.5％ 82.2％ 

こ ど も 病 院 20.3％ 20.8％ 102.5％ 

 

(ｲ) ジェネリック医薬品使用率    

     各病院とも実績が目標を上回っている。 

区 分 

平成27年度 

実績  (a) 

平成27年度 

目標値 (b) 

対目標比(a)/(b) 

須 坂 病 院 67.4％ 60.0％ 112.3％ 

木 曽 病 院 81.3％ 60.0％ 135.5％ 

こ ど も 病 院 65.7％ 45.0％ 146.0％ 
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(ｳ) 病床利用率 （運用病床）    

        須坂とこども病院では目標を達成した。 

区 分 

平成27年度 

実績  (a) 

平成27年度 

目標値 (b) 

対目標比(a)/(b) 

須 坂 病 院 82.2％ 73.4％ 111.9％ 

こ こ ろ の 医 療 

セ ン タ ー 駒 ヶ 根 

77.1％ 79.5％ 97.0％ 

阿 南 病 院 50.8％ 51.5％ 98.6％ 

木 曽 病 院 71.1％ 85.4％ 83.3％ 

こ ど も 病 院 76.1％ 74.4％ 102.3％ 

 

＊須坂病院は結核病床、感染症病床を除く運用病床に対する利用率 

 

 

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

・診療科別の原価計算システムの導入や実施方法については、事務部長会議や看護部長

会議等における検討で、スタッフのモチベーションの向上につながるようその活用方

法やシステム構築について、各部門の理解を深めながら進める必要があるという議論

があった。こども病院での取組も参考にしながら、コスト意識を醸成するため、各病

院の特性に配慮した費用分析システムや管理分析手法の導入実施について幅広く検討

していただきたい。 

 

エ 今後に向けた課題 

・第１期では事務職員についてもプロパー化

１８

が進み、県からの派遣職員を減らすこと

ができた。引き続き将来の病院機構を見据え、病院経営を担うスタッフの育成に取り

組んでいただきたい。 

・県立病院の将来を担う人材が定着する魅力ある組織としていくため、医療組織にふさ

わしい人事評価制度など、地方独立行政法人としての経営の自由度を活かした人事・

給与制度を検討していただきたい。 

・病院の経営改善に向け、各病院の担当者からなる各種プロジェクトチームや各病院の

経営会議等で検討を行い、収入増加・費用削減策に取り組んでいる。今後も社会保障

制度改革等、医療をめぐる環境が大きく変化する中で安定的・効率的な病院運営がで

きるよう、引き続き経営改善に取り組んでいただきたい。 

 

 

（参考）病院機構による自己評価の状況（業務運営の改善及び効率化に関する事項：133項目） 

Ａ評価（年度計画に対し十分に取り組み、成果も得ている。）･･･122項目 

Ｂ評価（年度計画に対し十分に取り組んでいる。）･･････････････11項目 

Ｃ評価（年度計画に対する取組は十分ではない。）･･････････････０項目 
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(3) 財務内容の改善に関する事項 

   ア 中項目別の主な取組 

(ｱ) 経常収支比率の均衡   

＜機構全体の決算の状況＞    

・経常収益は232億2,197万２千円で、前年度に比べ６億1,641万５千円増加した。これ

は、入院・外来患者数の増加等により医業収益が前年度に比べ３億8,830万６千円増

加したこと、第２期中期計画期間から運営費負担金が３億779万９千円増加したこと

などが要因である。年度計画に対しては、9,709万７千円下回ったが、これは阿南病

院を除く各病院の入院の診療単価が計画を下回ったことなどによるものである。 

・経常費用は231億8,539万７千円で、前年度に比べ５億1,028万５千円増加した。これ

は、主に医業費用のうち給与費が、医師等の人員増や人事委員会勧告に準拠した給与

の改正により増加し、それに伴い退職給付引当金繰入額が増加したこと、また、年金

制度改正による法定福利費の増加などにより、前年度に比べ４億8,034万１千円増加

したことなどによるものである。また、年度計画に対しては、前記の給与改正や法定

福利費の増加などで２億2,854万８千円上回った。材料費も、高額薬剤の取扱い等や、

患者数の増加により、対前年度、対年度計画ともに上回った。 

・この結果、経常損益は、3,657万円の黒字となり、経常費用の増加を上回る経常収益

の増加により、前年度に比べ１億613万円改善したが、年度計画に対しては、３億

7,252万９千円下回る結果となった。 

・臨時損益は389万３千円の損失で、木曽病院の看護師宿舎の改築に係る解体費用を計

上したためである。 

・経常損益に臨時損益を加えた当期純損益は、3,268万２千円の黒字となった。前年度

に比べ１億556万７千円改善したものの、年度計画に対しては、３億7,642万２千円下

回った。 

 

 

    ＜病院別の決算の状況＞               

     ○須坂病院 

       経常収益は、地域包括ケア病棟の通年稼働等により入院患者数が増加したこと、

また、内科系の医師確保による診療体制の強化や内科系診療科及び耳鼻咽喉科の午

後外来の実施などによる外来患者数増加等により、対前年度、対年度計画ともに上

回った。 

経常費用は、医師増員による給与費、患者数増加による材料費の増加などにより、

対前年度、対年度計画ともに上回った。 

経常損益は、前年度に比べ２億２千万円余を改善し、９千万円余の黒字となった

が、年度計画に対しては下回った。 

 

     ○こころの医療センター駒ヶ根 

経常収益は、入院・外来患者数ともに増加したが、外来については院外処方化に

より診療単価が下ったことなどにより、医業収益は、対前年度、対年度計画ともに

下回った。 

経常費用は、材料費が、外来の院外処方化に伴い減少したことなどから、対前年

度、対年度計画とも下回った。 
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経常損益は５千万円余改善し黒字となったが、年度計画に対しては下回った。 

 

○阿南病院 

経常収益は、医師の減員や外科医の非常勤化などにより、医業収益が前年度に比

べ減少したが、運営費負担金の配分の増加などにより、対前年度、対年度計画とも

に上回った。 

経常費用は、光熱水費や燃料費による経費などの減少により、対前年度、対年度

計画とも下回った。 

経常損益は、前年度に比べ２億６千万円余を改善し、黒字となり、年度計画も上

回った。 

 

○木曽病院 

経常収益は、医師の減員による入院患者数の減少などにより入院収益が減少した

ものの、外来患者への高額治療薬の使用等により、対前年度、対年度計画ともに上

回った。 

経常費用は、高額治療薬の仕入れなどによる材料費の増加等により対前年度、対

年度計画ともに上回った。 

経常損益は、17年連続で黒字を維持したものの、対前年度、対年度計画ともに下

回った。 

 

     ○こども病院 

経常収益は、入院・外来患者数ともに増加したが、高額な医療費を要する入院患

者が減少するとともに、高額薬剤の院外処方化による診療単価の減少等により、対

前年度、対年度計画とも下回った。 

経常費用は、材料費の高額薬剤の仕入れの減少などにより、対前年度、対年度計

画とも下回った。 

経常損益は８年連続の黒字となったが、対前年度、対年度計画ともに下回った。 
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損益の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注：端数処理のため、内訳と合計が一致しない箇所があります。 

 

 

病院別 損益の状況（H26との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注：端数処理のため、内訳と合計が一致しない箇所があります。 

 

 

（単位：千円）

科目 須坂 駒ケ根 阿南 木曽 こども 老健

看護師

養成所

本部 計

Ｈ２７ 6,593,766 1,979,873 1,716,743 4,679,694 7,595,542 481,837 124,803 49,714 23,221,972

Ｈ２６ 6,054,121 2,044,368 1,477,758 4,358,267 7,888,221 505,577 94,945 182,300 22,605,557

差引（H27-26)
539,645 ▲ 64,495 238,985 321,427 ▲ 292,679 ▲ 23,740 29,858 ▲ 132,586 616,415

Ｈ２７ 6,502,396 1,943,513 1,632,226 4,654,387 7,529,969 481,578 141,483 299,846 23,185,397

Ｈ２６ 6,185,680 2,063,120 1,654,310 4,269,813 7,591,319 489,198 120,712 300,961 22,675,112

差引（H27-26)
316,716 ▲ 119,607 ▲ 22,084 384,574 ▲ 61,350 ▲ 7,620 20,771 ▲ 1,115 510,285

Ｈ２７ 91,371 36,360 84,517 25,306 65,573 259 ▲ 16,680 ▲ 250,131 36,575

Ｈ２６ ▲ 131,559 ▲ 18,751 ▲ 176,552 88,454 296,902 16,379 ▲ 25,767 ▲ 118,660 ▲ 69,555

差引（H27-26)
222,930 55,111 261,069 ▲ 63,147 ▲ 231,329 ▲ 16,120 9,087 ▲ 131,470 106,130

Ｈ２７ 91,371 36,360 84,517 21,414 65,573 259 ▲ 16,680 ▲ 250,131 32,682

Ｈ２６ ▲ 131,559 ▲ 18,751 ▲ 176,552 85,124 296,902 16,379 ▲ 25,767 ▲ 118,660 ▲ 72,885

差引（H27-26)
222,930 55,111 261,069 ▲ 63,710 ▲ 231,329 ▲ 16,120 9,087 ▲ 131,470 105,567

経常収益

経常費用

経常損益

純損益

（単位：千円）

平成27年度決算 平成26年度決算 平成27年度計画 増減（27-26） 増減（決算-計画）

経常収益（ア） 23,221,972 22,605,557 23,319,069 616,415 ▲ 97,097

医業収益 16,846,188 16,457,882 16,868,874 388,306 ▲ 22,686

うち入院収益 11,962,262 11,669,226 12,106,610 293,036 ▲ 144,348

うち外来収益 4,444,917 4,366,124 4,339,434 78,793 105,483

介護老人保健施設収益 373,395 404,711 406,614 ▲ 31,316 ▲ 33,219

看護師養成所収益 14,548 10,143 16,351 4,405 ▲ 1,803

運営費負担金収益 5,480,000 5,172,201 5,480,000 307,799 0

その他経常収益 507,841 560,621 547,230 ▲ 52,780 ▲ 39,389

経常費用（イ） 23,185,397 22,675,112 22,909,965 510,285 275,432

医業費用 21,197,140 20,662,154 20,875,400 534,986 321,740

うち給与費 11,911,956 11,431,615 11,683,408 480,341 228,548

うち材料費 3,897,960 3,781,632 3,634,939 116,328 263,021

うち減価償却費 2,317,075 2,345,563 2,353,044 ▲ 28,488 ▲ 35,969

うち経費 2,994,209 3,023,446 3,115,173 ▲ 29,237 ▲ 120,964

介護老人保健施設費用 434,171 438,113 467,596 ▲ 3,942 ▲ 33,425

看護師養成所費用 140,156 119,593 149,668 20,563 ▲ 9,512

一般管理費 296,052 297,398 293,330 ▲ 1,346 2,722

財務費用（支払利息） 538,337 582,626 545,468 ▲ 44,289 ▲ 7,131

その他経常費用 579,541 575,228 578,503 4,313 1,038

経常損益（ア-イ） 36,575 ▲ 69,555 409,104 106,130 ▲ 372,529

臨時損益（ウ） ▲ 3,893 ▲ 3,330 0 ▲ 563 ▲ 3,893

当期純損益（ア-イ+ウ） 32,682 ▲ 72,885 409,104 105,567 ▲ 376,422

科　　目
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病院別 損益の状況（年度計画との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：端数処理のため、内訳と合計が一致しない箇所があります。 

 

 

第２期中期計画の損益の状況 

（単位：百万円） 

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

中期計画

累計 

経常損益 

決

算 

37 － － － － 37 

計

画 

409 419 708 530 714 2,780 

純損益 

決

算 

33 － － － － 33 

計

画 

409 419 708 530 714 2,780 

 

    注：端数処理のため、内訳と累計が一致しない箇所があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

科目 須坂 駒ケ根 阿南 木曽 こども 老健

看護師

養成所

本部 計

H27（決算） 6,593,766 1,979,873 1,716,743 4,679,694 7,595,542 481,837 124,803 49,714 23,221,972

H27（計画） 6,488,925 2,046,839 1,664,494 4,654,433 7,767,299 514,730 128,861 53,488 23,319,069

差引（決算-計画)

104,841 ▲ 66,966 52,249 25,261 ▲ 171,757 ▲ 32,893 ▲ 4,058 ▲ 3,774 ▲ 97,097

H27（決算） 6,502,396 1,943,513 1,632,226 4,654,387 7,529,969 481,578 141,483 299,846 23,185,397

H27（計画） 6,281,865 2,005,964 1,724,691 4,343,547 7,587,446 517,216 151,287 297,949 22,909,965

差引（決算-計画)

220,531 ▲ 62,451 ▲ 92,465 310,840 ▲ 57,477 ▲ 35,638 ▲ 9,804 1,897 275,432

H27（決算） 91,371 36,360 84,517 25,306 65,573 259 ▲ 16,680 ▲ 250,131 36,575

H27（計画） 207,060 40,875 ▲ 60,197 310,886 179,853 ▲ 2,486 ▲ 22,426 ▲ 244,461 409,104

差引（決算-計画)

▲ 115,689 ▲ 4,515 144,714 ▲ 285,580 ▲ 114,280 2,745 5,746 ▲ 5,670 ▲ 372,529

H27（決算） 91,371 36,360 84,517 21,414 65,573 259 ▲ 16,680 ▲ 250,131 32,682

H27（計画） 207,060 40,875 ▲ 60,197 310,886 179,853 ▲ 2,486 ▲ 22,426 ▲ 244,461 409,104

差引（決算-計画)

▲ 115,689 ▲ 4,515 144,714 ▲ 289,472 ▲ 114,280 2,745 5,746 ▲ 5,670 ▲ 376,422

経常収益

経常費用

経常損益

純損益
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(ｲ) 資金収支の均衡  

・収入から支出を差し引いた平成27年度資金収支は、8,902万3,010円のプラスとなった。 

・平成27年度年度計画の予算額との比較では、１億7,868万9,990円下回った。 

・第２期中期計画との比較では、１億７千９百万円下回った。 

 

 

資金収支の状況  

    （単位：円） 

科 目 

平成27年度 

実績  (a) 

平成27年度 

予算額 (b) 

差額(a) - (b) 

収入 

 営業収益 

営業外収益 

 資本収入 

 臨時利益 

計(ｱ) 

 

22,463,022,151 

734,544,258 

798,157,400 

0 

23,995,723,809 

 

22,551,540,000 

725,072,000 

1,216,102,000 

0 

24,492,714,000 

 

▲88,517,849 

9,472,258 

▲417,944,600 

0 

▲496,990,191 

支出 

営業費用 

営業外費用 

資本支出 

臨時損失 

計(ｲ) 

 

20,007,596,152 

574,411,789 

3,320,800,304 

3,892,554 

23,906,700,799 

 

19,877,007,000 

574,738,000 

3,773,256,000 

0 

24,225,001,000 

 

130,589,152 

▲326,211 

▲452,455,696 

3,892,554 

▲318,300,201 

単年度資金収支(ｱ)-(ｲ) 89,023,010 267,713,000 ▲178,689,990 

 

 

第２期中期計画の資金収支状況 

（単位：百万円） 

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

中期計画 

累計 

現金収入 

決

算 

23,996 － － － － 23,996 

計

画 

24,492 25,961 24,479 25,228 24,514 124,675 

現金支出 

決

算 

23,907 － － － － 23,907 

計

画 

24,224 26,030 24,297 25,501 24,579 124,632 

差引き 

決

算 

89 － － － － 89 

計

画 

268 ▲69 182 ▲273 ▲65 42 

注:端数処理のため、内訳と累計が一致しない箇所があります。 
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イ 昨年度指摘された課題への取組 

・機構全体で、年度計画を達成するための行動計画を策定し、各病院では、病院全部門

で進捗管理を行い、実績を検証し、成果と課題を把握の上、事業改善に活かした。 

・各病院では毎月、経営状況の分析・把握し、病院全体で情報を共有することで経営改

善を図った。 

・機構本部と各病院の担当者で構成する経費削減のための事務連絡会議等を積極的に活

用し、各病院における経費削減に取り組んだ。 

 

 

ウ 今後に向けた課題 

・医業収益の大幅な増加等により、平成26年度に比べ経常収支が改善され、２期ぶりに

黒字を確保した点は評価したい。しかしながら、中期計画における経常収支等の年度

目標と実績が大幅に乖離しており、計画の目標達成のため、経営改善に向けた取組み

を一層進めていく必要が生じている。今後、各病院においては、中期計画に基づく年

度計画の進捗状況を意識し、病院長を中心に医業収益の確保や経費の削減に積極的に

取り組むとともに、機構本部では、経営状況を踏まえ、職員の採用や設備投資を実施

するほか、各病院と協働した経費削減等の経営改善策を実施するなど、中期計画の達

成に向けた取組を一層強化していただきたい。 
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３ 病院、介護老人保健施設等別の状況 

(1) 須坂病院 

須坂病院は、患者中心のチーム医療を実践し、県民から信頼される病院を目指すこと

を理念に掲げ、須高地区（須坂市、小布施町、高山村）の中核病院としての役割を担う

ほか、県の政策的な医療として、感染症指定医療機関（感染症・結核）やエイズ治療中

核拠点病院としての機能を有している。 

 

ア  主な取組 

・内視鏡センターでは平成 26 年度を上回る 6,360 件の検査を実施して疾病の早期発見に

貢献するとともに、早期胃がんや早期大腸がんに対し、積極的に内視鏡治療を実施し

た。 

・平成 26 年 10 月に開設した歯科口腔外科では、地域の医療機関からの紹介患者に対す

る治療を行うとともに、全身麻酔下で手術を受ける患者等への口腔ケアを提供した。 

・人間ドックについては、常勤医を１名確保したほか、日本人間ドック学会が行う人間

ドック健診施設機能評価 Ver.3.0 において、「当日の結果説明、保健指導」の項目で

最高ランクの評価を受け認定された。 

・地域の産婦人科診療所の休診の際に、院内体制を整備し、子宮がん検診等を受入れた

ほか、須高医師会による夜間緊急診療室の終了に伴い、須高地域の夜間の緊急診療を

担うなど、地域の医療需要の変化に柔軟に対応した。 

・第一種

１９

・第二種感染症指定医療機関

２０

として、医師の確保や患者受入れ訓練を行い

感染症医療提供体制を充実させたほか、感染管理認定看護師による介護施設等での出

前講座を実施するなど感染症に関する知識の普及に努めた。 

・耳鼻咽喉科と泌尿器科の午後外来を始めたほか、新たに貧血外来、生活習慣病専門外

来、ペースメーカー外来を設置し、患者が受診しやすい環境を整えた。 

・平成 27 年度から須坂病院のプログラムに基づき信州型総合医を１名養成するとともに、

新たな専門医制度における総合診療専門医としての研修を行う基幹施設として申請す

るために必要な準備を実施した。 

 

   イ 特に評価できる取組    

区 分 評価のポイント 

医師の確保に

よる診療体制

の強化 

外科チームの入替を行ったほか、循環器内科等の多くの診療科にお

いて医師が確保された。医師不足の環境の中、関係する大学への協力

依頼や人材会社の活用など様々な手段により医師確保に努め、診療体

制の充実に取り組んだ点を評価したい。 

地域包括ケア

システムにお

ける病院の役

割発揮 

平成26年８月に開設した地域包括ケア病棟（48床）は年間を通して

順調に稼働し、533人の患者を受け入れ、467人が自宅や介護施設等に

移行することができた。 

在宅医療については、医師の訪問診療を増やしたほか、利用者の

ニーズの把握や土・日曜日の訪問看護を行ったことで、26年度と比

べ、訪問診療は２倍以上の258件、訪問看護は1.6倍の3,596件、訪問

リハビリについては1.4倍の1,933件を実施した。（また緊急の訪問看

護の依頼についても対応した。） 

高齢者などが住み慣れた場所で生活を続けるため、地域包括ケア病

棟の稼働やニーズに応じた在宅医療を提供することで、病院の役割を

務めた点を評価したい。 

 

 

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

・近隣の医療・介護施設や行政機関の訪問活動や、須高地域の介護施設の相談員、ケア

マネ―ジャーとの定例会議の開催、また須坂市や包括支援センターとの意見交換など
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を行い、病院に対するニーズの把握や関係機関との連携に努めた。 

・年度計画における進捗管理を病院内で徹底するため、院長自ら職員に対し、現在の経

営状況の説明や、増収に向けた方策について指示を行った。また院長直属の経営企画

室においてＤＰＣデータの分析による増収や超過勤務の縮減を図るなどの取組により、

27年度は経常黒字を実現することができた。今後も院長のリーダーシップのもと、職

員一人ひとりが経営に参画する意識を持って、一層の経営状況の改善を図っていただ

きたい。 

 

 

エ 今後に向けた課題 

・医師確保等による診療体制の充実、地域包括ケア病棟の運営や訪問診療・看護等の在

宅医療に取り組み、引き続き地域の医療需要に応じた医療サービスの提供を図ってい

ただきたい。 

・平成28年度に建設が進められ、平成29年度に業務開始が予定されている新棟の活用に

ついて、地域における病院の役割を踏まえ、より充実した医療・保健機能が発揮でき

るよう検討していただきたい。 
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(2) こころの医療センター駒ヶ根 

こころの医療センター駒ヶ根は、質の高い専門医療の提供、患者中心の医療、明るく

思いやりのある病院づくりを理念に、精神科医療の中核病院として精神保健・医療サー

ビスを提供している。 

 

ア  主な取組 

・県の精神科医療の中核病院として、全県から 24 時間救急患者の受入体制を維持すると

ともに、医療観察法

２１

に基づく指定入院医療機関として専用病床６床を運営した。

（１日の平均在院患者は 5.5 人） 

・思春期デイケアプログラムや就労プログラムを充実させ、平成 26 年度よりも１日当た

りの参加者が 3.2 人増の 38.5 人となったほか、多量飲酒により健康面に影響が出た患

者を対象にした通院プログラムを新たに開始するなど、患者の多様な症状に応じた医

療を提供した。 

・患者の円滑な退院を進めるため、病院や診療所を 23 件、退院後の受入先となる福祉施

設については４件訪問し、相互理解を進めるなど連携を強化した。 

・新たに１名が認知症看護認定看護師の資格を取得したほか、駒ヶ根市の認知症初期集

中支援チーム事業に看護師と作業療法士が参加し、認知症の早期発見や初期段階での

集中治療を行うなど、地域の認知症対策に貢献した。 

・従来の一般向けの公開講座に加え、医療従事者や企業向けにうつやストレスなどに関

する公開講座を実施し、精神疾患について理解を深める情報を発信した。 

・病院機能評価の認定取得を目指して、職員一人ひとりが医療の質の向上に取り組み、

高評価を得て認定を受けた。（精神科病院（３ｒｄＧ：Ver.1.1） 

・病棟での傾聴やこどもの遊び相手となるボランティアの受入体制を整備したほか、病

院見学を積極的に受け入れるなど、開かれた病院づくりを進めた。 

 

   イ 特に評価できる取組    

区 分 評価のポイント 

児童精神科病棟の充

実 

医師や臨床心理士の増員により、１日当たりの平均入院患者

数は平成26年度の6.6人から10.8人に増加した。 

児童の学習補助を行う児童指導員の配置や児童分野の認定看

護師資格の取得を目指して研修に参加するなど、更なる医療機

能の向上に努めた。 

信州大学医学部附属病院をはじめ、地元の小児科医、児童相

談所等の県関係施設や駒ヶ根市など幅広い関係機関と情報交換

を行い、今後の連携強化を進めた。 

スタッフの充実と様々な関係機関との連携強化により、県内

で唯一の児童精神科病棟の機能を充実させている点を評価した

い。 

 

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

・児童精神科病棟については、スタッフを充実させ多くの患者受入が可能になったほか、

引き続き関係機関との連携に努めた。患者の早期退院を支援するため、看護師など各

職種で技術向上に向け専門研修を受講した。また、保護者に対する支援も充実させ、

多職種による家族面談の回数の増、カウンセリングの組合せ等の工夫を加えた。 

 

エ 今後に向けた課題 

・児童や認知症などの患者の増加・多様化、外来患者の増加等に対応し、児童精神科病

棟の充実や駒ヶ根市の認知症対策事業への参加、外来診療枠の増加などに取り組んで

いる。引き続き、精神医療へのニーズや病院を取り巻く環境の変化に対応した医療を

提供していただきたい。 

  ・平成29年度の精神科研修・研究センター開設に向け、先進的な取組を行っている病院

の特性を活かし、県内精神医療のレベルアップや、地域における精神医療の充実のた

めの人材育成が行えるよう準備を進めていただきたい。 
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(3) 阿南病院、阿南介護老人保健施設 

阿南病院は、患者中心の優しさと思いやりのある医療の提供を理念に掲げ、下伊那南

部地域唯一の病院として、救急医療を提供するほか在宅医療や検診業務、無医地区への

巡回診療の実施など、地域住民に寄り添った医療を提供している。また、阿南介護老人

保健施設を併設し、福祉と連携したサービスを提供している。 

 

ア  主な取組 

・新たに非常勤の言語聴覚士や須坂病院から派遣された理学療法士によって院内の体制

を充実させ、脳梗塞や嚥下障害等からの回復や予防・維持期のリハビリに取り組んだ。

また作業療法士によるリハビリについても平成26年度と比べ、入院患者へ1.1倍の

551,785単位、外来患者へ1.5倍の98,840単位を実施した。 

・平成26年度に開設した認知症看護認定看護師らによる「認知症なんでも相談室」にお

いて院内外から72件の相談を受けたほか、訪問による相談も実施した。また、新たに

認知症を併発した患者向けの院内デイサービスを開始し、入院期間における認知機能

低下を防ぐ取組を始めた。 

・泌尿器科の非常勤医を確保し、４年ぶりに月１回の外来診療を行い、高齢者にニーズ

の高い疾患に対応した。 

・介護老人保健施設では、病院やケアマネジャーとの連携強化に努め、地域の人口が減

少する中、平成26年度を上回る入所者を確保した。また、感染症研修への参加や施設

外研修に参加するなど職員一人ひとりがスキルアップを図りサービス向上に努めた。 

・患者が減少傾向にある町村と懇話会を開き、病院をアピールするとともに、地域の意

見を病院運営に反映させるなど、将来にわたり地域に愛される病院として継続できる

よう取り組んだ。 

・平成26年度から始めた中学生が対象の一次救命処置講習を、下伊那南部地域の全中学

校に拡大して実施し、一次救命の重要な担い手となるよう救命処置の大切さを伝えた。 

・週２回地元野菜などの販売を行う「なごみ市」や病院ロビーでのコンサートを開催す

るなど、地域の人が集まりやすい病院づくりに取り組んだ。 

 

   イ 特に評価できる取組    

区 分 評価のポイント 

地域包括ケアシステム

構築に向けた支援と在

宅医療の推進 

阿南町が進める地域医療介護連携支援システムの構築に際

し、阿南病院の電子カルテシステムを接続させ、医療・介護

双方が互いの情報を確認できるようになった。 

 施設入所や死亡により、在宅で療養生活を続ける人は減少

傾向にあるものの、へき地医療拠点病院としての役割を果た

すため、地域のニーズに応じた訪問診療、訪問看護、訪問リ

ハビリ等を行っている。 

 県内でも高齢化率が２番目に高い飯伊地域において町村や

医師会とも協力し、高齢者が住み慣れた場所で生活を続ける

ため、病院・介護老人保健施設の役割を果たすべく取り組ん

でいる点を評価したい。 

 

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

・在宅医療がスムーズに提供できるよう、県看護協会が運営する「訪問看護ステーショ

ンさくら」と職員同士による意見交換を行ったほか、地域包括ケアシステムにおける

訪問看護ステーションのあり方や役割について検討することとした。 

・地域住民の健康増進に向けては、須坂病院の内視鏡担当の医師の応援を得て人間ドッ

クの稼働率向上に努めたほか、新たに下條村から先天性股関節脱臼検診を受託した。

認知症については新たに「認知症カフェ」開設に向け準備をしたほか、認知症外来に

ついては、こころの医療センター駒ヶ根からの派遣医師による対応を検討している。
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また、へき地医療研修センターでは、須坂病院のカリキュラムで総合医の研修を行う

医師を受け入れるため、体制を整えた。 

 

エ 今後に向けた課題 

・入院、外来ともに患者の減少傾向が続き、入院患者数は年度計画数を上回ったものの、

病床利用率は60％を割っている。今後の長期的な病院経営を見据え、地域の実情を踏ま

えた改善策について検討していただきたい。 

・平成28年度に開設を予定する「認知症カフェ」が、住民が認知症について気軽に相談

でき、診療への足掛かりや、患者家族の支援の場所となるよう運営していただきたい。 
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(4) 木曽病院、木曽介護老人保健施設 

木曽病院は、患者との心のふれ合いのある医療サービスの実践を理念に掲げ、一般病

床のほか療養病床、感染症病床を有する木曽地域唯一の病院として、地域完結型の病院

を目指している。また、木曽介護老人保健施設を併設し、福祉と連携したサービスを提

供している。 

 

ア  主な取組 

・救急については、全診療科で24時間365日オンコール体制を維持し、5,366人の救急患

者を受け入れた。 

・在宅医療についても、24時間訪問できる体制を維持し、自宅で生活する高齢患者や

ターミナルケア

２２

が必要な患者に対応した。 

・無医地区である上松町台地区と才児地区に対して、それぞれ月２回、巡回診療を実施

した。 

・郡内４町村が進める地域住民の健康増進施策と連携して、介護予防をテーマとした講

演や体操指導、摂食や認知症に関する講義を行い、延526人の参加があった。 

・災害拠点病院としての機能を充実するため、木曽地区の大規模災害を想定した救護訓

練にＤＭＡＴ１隊が参加し、初動体制や関係機関との連携体制を確認した。また、職

員を対象としたトリアージ訓練や地域の消防や地元地区などの協力を得て院内の防災

訓練を行った。 

・木曽の豊かな自然を活かした、木曽病院ならではの「森林セラピードック」は、知名

度が向上し、平成27年度は23名の利用者があった。 

・人間ドックや検診の利用者拡大のため、ケーブルテレビを利用した広報や近隣の事業

所に訪問し利用を呼び掛けるとともに、１泊２日人間ドックの宿泊先を見直した。 

 

   イ 特に評価できる取組    

区 分 評価のポイント 

「地域がん診療病院」

の指定に向けた取組 

新たに、地域支援室からがん相談支援センターを独立設置す

るとともに、専従の職員を１名配置し、月２回の患者サロンや

がんに関する相談、情報提供などを行い患者や家族への支援体

制を充実させた。 

信州大学医学部附属病院の信州がんセンターからの派遣医師

により、外来や病棟、緩和ケア外来で診療を行ったほか、緩和

ケアチームに専従の認定看護師を配置するなど、医療機能を充

実させた。 

これらの取組により、「地域がん診療病院」の指定を受け、

木曽地域におけるがん医療を充実させたことを評価したい。 

 

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

・医師確保については、信州大学との協力関係と自治医科大学出身者の配置を基本に取

り組む中、木曽地域出身者への個別交渉やレジナビでの勧誘、医師紹介会社の活用など

様々な手段を講じた。必要な医師を確保するため、機構本部との連携を強化しながら取

り組んでいただきたい。 

 

エ 今後に向けた課題 

・入院患者数はここ数年、減少傾向が続いている。その原因について客観的な検証を行

い、国の医療・介護制度の動きなどを踏まえ、地域のニーズに応じた医療サービスを

継続的に提供できるよう改善策等を検討していただきたい。 
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(5) こども病院 

こども病院は、未来を担うこども達のために、質が高く、安全な医療を行うことを理

念に掲げ、一般の医療機関では対応が困難な高度小児医療を提供するほか、県の総合周

産期母子医療センター

２３

としての機能を担っている。 

 

ア  主な取組 

・救急担当医の24時間配置やドクターカー・コンパクトドクターカーによる搬送時の役

割の明確化等により、全県の小児高度救急医療の提供体制を充実するとともに、地域

の小児救急の後方支援を行った。 

・発達障がい診療医育成に向けた研修会を初めて開催し、98名の医師の参加があるなど、

需要の高い発達障がい診療について情報発信した。 

・長期のフォローアップが必要な新生児仮死児のため、新生児科とリハビリテーション

科共同により「仮死児フォローアップ外来」を整備し、発達の支援体制を整えた。 

・「食物アレルギー診療チーム」が食物負荷試験を入院のほか外来においても行い、平

成 27 年度は、113 名がこれまで除去していた食材を自宅で摂取できるようになった。 

・信州大学医学部附属病院との連携により白血病の診療体制が強化されたほか、引き続

き緩和ケアに係るスタッフの研修・訓練を行うなど小児がん診療機能の強化を図った。 

・小児医療を提供する施設整備や高度小児・周産期医療を担う人材育成等を図るため、

県内の法人・個人による寄付プログラムを開始し、78 件の賛同が得られた。さらに寄

付者を母体とする「こども病院サポーターズクラブ」の発足に向け、情報発信等を充

実させるため準備を進めた。 

 

   イ 特に評価できる取組    

区 分 評価のポイント 

小児患者の在宅移

行支援や成人移行

への対応の充実 

小児の在宅医療連携拠点事業を実施し、在宅医療を担う地域の

医療機関等に対して、ニーズの高い研修会を開催したほか、こど

も病院と地域の訪問看護ステーション等のスタッフが互いの施設

で交流研修を実施することにより、相互理解を深めた。 

平成26年度から信州大学医学部附属病院との連携により先天性

心疾患の患者のための成人移行外来を運営するなど、こどもから

大人への移行期における診察の支援体制モデルを構築した。 

こども病院を退院後、地域で治療を続けながら生活していくた

めに必要な環境整備に努めている点を評価したい。 

 

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

・全県を対象とした小児高度救急医療を提供するとともに、遺伝子関連検査機能や小児

がんの診療機能を強化するなど県内医療水準の向上を図った。また後期研修医の受入

や小児在宅医療を担う地域の医療機関等へ向けた研修を開催するなど人材育成に取り

組んでいる。今後も、小児・周産期の高度・専門医療を担う病院として、さらなる役

割の発揮に努めていただきたい。 

 

エ 今後に向けた課題 

・予防接種センターでの相談業務や産科外来での遺伝相談、新生児マス・スクリーニン

グでの必要に応じたカウンセリング実施など、今後も保護者への丁寧な説明のもと治

療が行えるような取組を充実させていただきたい。 



25 

 

 

(6) 信州木曽看護専門学校  

信州木曽看護専門学校は、看護の社会的役割を担うことのできる専門職の育成を目指し、

豊かな人間性を育み、科学的思考に基づいた看護を実践できる能力を養成し、地域の保

健・医療・福祉の発展充実に貢献する人材を育成することを理念に、平成26年４月に開校

した。 

ア 主な取組 

 ・開校から２年目の平成27年度は、23名の入学者を迎えスタートし、初めての２年次のカ

リキュラムを実施した。 

 ・環境論のカリキュラムには、里山体験や森林セラピー、ほう葉巻き作りやそば打ちなど

を取り入れ、木曽の環境を活かした授業を行った。 

 ・県立病院機構の附属校であるメリットを活かし、２年次における実習は県立病院機構の

研修センターのシミュレーター活用などにより、実践力が身につくよう工夫した。 

 ・機構内の人事異動等により、必要な専任教員や兼任教員を確保することができた。また、

新任の専任教員については派遣研修に参加した。このほか、教務主任講習に１名派遣し、

学校運営を担う教員の育成にも取り組んだ。 

  

   イ 特に評価できる取組    

区 分 評価のポイント 

学生の自主性の

向上や地域住民

との積極的な交

流 

 課外活動が学生主導で行われるようになり、10月には地元の方な

ど300人余りのゲストを迎え初めての学校祭を開催した。 

木曽町の協力により学生宿舎が整備され、入居した学生は地元の

行事に参加するなど地域の人と積極的に交流した。 

 学校での授業に加え、課外活動などを通じ、学生が木曽地域に愛

着を持ち、地元の人たちと良好な関係を築いている点を評価した

い。 

    

ウ 昨年度指摘された課題への取組 

 ・基礎学力の向上に向け、人体構造機能学では医師による授業に加え、看護教員による

授業を行ったほか、数学のサポート講座と看護教員のフォローアップを行うなど、き

め細かい対応を行った。 

・学生確保に向け、高校訪問の範囲を中南信地域だけでなく、北信地域や隣接県にも拡大

したほか、ガイダンスや模擬授業を増やすなどの取組を行った。今後も多くの大学や看

護師養成所がある中で更なる知名度のアップに取り組むととともに、より受験しやすい

試験日を検討するなど、学生の確保に努めていただきたい。 

     

エ 今後に向けた課題 

   ・平成28年度は第１期生が看護師国家試験に臨むので、全学生が試験に合格できるよう、

学力の向上や試験対策などに必要なサポートを行っていただきたい 

・卒業後の進路として、多くの学生が木曽病院をはじめとする県内の病院を選択し、県

内における医療の充実が図られるよう、今後のキャリアについてサポートしていただ

きたい。 
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（参考） 主要経営指標の中期計画との対比 

(1) 経常収支等 

（百万円） 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

中期計画

累計

決算 23,222 23,222

計画 23,319 23,202 23,514 23,553 23,614 117,202

決算 16,846 16,846

計画 16,869 16,728 17,046 17,102 17,183 84,928

決算 11,962 11,962

計画 12,107 11,960 12,251 12,307 12,380 61,004

決算 4,445 4,445

計画 4,339 4,353 4,381 4,383 4,392 21,848

決算 439 439

計画 423 416 414 412 411 2,076

決算 373 373

計画 407 403 403 403 403 2,018

決算 522 522

計画 564 591 585 568 549 2,857

運営費負担金収益 5,480 5,480 5,480 5,480 5,480 27,400

決算 23,185 23,185

計画 22,910 22,783 22,806 23,023 22,901 114,422

決算 21,197 21,197

計画 20,875 20,785 20,811 21,068 20,999 104,539

決算 11,912 11,912

計画 11,683 11,693 11,833 12,137 12,228 59,574

決算 3,898 3,898

計画 3,635 3,633 3,690 3,695 3,703 18,356

決算 2,317 2,317

計画 2,353 2,257 2,089 1,982 1,897 10,579

決算 3,070 3,070

計画 3,204 3,201 3,200 3,254 3,171 16,030

決算 434 434

計画 468 459 455 455 459 2,295

決算 1,554 1,554

計画 1,567 1,539 1,539 1,500 1,443 7,588

決算 37 37

計画 409 419 708 530 714 2,780

臨時損益（ウ） ▲ 4

当期純損益（ア-イ+ウ） 33

決算 70.7%

計画 69.3% 69.9% 69.4% 71.0% 71.2%

決算 23.1%

計画 21.5% 21.7% 21.6% 21.6% 21.6%

その他医業費用

その他医業収益

科　　目

介護老人保健施設費用

その他経常費用

経常損益（ア-イ）

職員給与費／医業収益比率

医療材料費／医業収益比率

その他経常収益

経常費用（イ）

医業費用

うち給与費

うち材料費

うち減価償却費

経常収益（ア）

医業収益

うち入院収益

うち外来収益

介護老人保健施設収益

 

注：端数処理のため、内訳と合計が一致しない箇所があります。
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 (2) 施設別経常収支 

（千円） 

区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

中期計画 

累計 

須坂 

決算 91,371     91,371 

計画 207,060 213,273 247,375 219,246 307,747 1,194,701 

駒ヶ根 

決算 36,360     36,360 

計画 40,875 50,803 95,470 11,022 ▲ 32,381 165,789 

阿南 

決算 84,517     84,517 

計画 ▲ 60,197 ▲ 56,644 ▲ 40,077 ▲ 37,005 ▲ 39,656 ▲ 233,579 

木曽 

決算 25,306     25,306 

計画 310,886 311,656 328,160 288,276 285,755 1,524,733 

こども 

決算 65,573     65,573 

計画 179,853 148,265 334,464 300,726 439,413 1,402,721 

老健 

決算 259     259 

計画 ▲ 2,486 10,701 16,878 19,211 18,946 63,250 

看護師 

養成所 

決算 ▲ 16,680     ▲ 16,680 

計画 ▲ 22,426 ▲ 23,797 ▲ 21,534 ▲ 23,027 ▲ 21,526 ▲ 112,310 

本部 

決算 ▲ 250,131     ▲ 250,131 

計画 ▲ 244,461 ▲ 235,415 ▲ 252,517 ▲ 248,357 ▲ 244,571 ▲ 1,225,321 

計 

決算 36,575     36,575 

計画 409,104 418,842 708,219 530,092 713,727 2,779,984 

 

 

(3) 資金収支（再掲） 

     （百万円） 

区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

中期計画 

累計 

現金 

収入 

決算 23,996     23,996 

計画 24,492 25,961 24,479 25,228 24,514 124,675 

現金 

支出 

決算 23,907     23,907 

計画 24,224 26,030 24,297 25,501 24,579 124,632 

資金 

収支 

決算 89     89 

計画 268 ▲69 182 ▲273 ▲65 42 

  注：端数処理のため、内訳と合計が一致しない箇所があります。 
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  (4) 病院別病床利用率（運用病床） 

  

区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

須坂 

実績 82.2%     

計画 73.4% 75.8% 75.3% 76.1% 76.4% 

駒ヶ根 

実績 77.1%     

計画 79.5% 81.0% 81.8% 81.8% 82.2% 

阿南 

実績 50.8%     

計画 51.5% 51.5% 51.5% 51.5% 51.5% 

木曽 

実績 71.1%     

計画 85.4% 85.3% 84.9% 84.6% 84.0% 

こども 

実績 76.1%     

計画 74.4% 74.3% 75.3% 75.3% 75.1% 

＊須坂病院は結核病床、感染症病床を除く運用病床に対する利用率 
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【用語等の説明】    

                                           

１ 地域包括ケア病棟：急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受け入

れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有する病棟 

 

２ 地域がん診療病院：：国は、「がん診療連携拠点病院」を２次医療圏に１か所整備としてきたが、

専門医の不足などの事情から空白の２次医療圏が多く残っている。そこで新たに「地域がん診療病

院」を導入し連携拠点病院と連携することで、全国どこでも一定レベルのがん診療が受けられる体制

を整備するとしている。「がん診療連携拠点病院」よりはやや要件が緩和される。 

 

３ 病院機能評価：公益財団法人日本病院機能評価機構によって行われる。「患者中心の医療の推進」

「良質な医療の実践１」「良質な医療の実践２」「理念達成に向けた組織運営」で構成される評価項

目を用いて、病院組織全体の運営管理及び提供される医療について評価する。 

 

４ 認定看護師：日本看護協会が認定を行う。熟練した看護技術と知識を有し、特定看護分野において

実践・指導・相談の役割を担うもの 

 

５ へき地医療拠点病院：へき地医療への支援を行う病院の中から、知事が指定した病院。無医地区に

対する巡回診療、へき地診療所に対する医師派遣、代診医派遣等を行う。 

 

６ 信州メディカルネット：ＩＣＴネットワークで結ばれた複数の医療機関で、検査、診断、治療内容、

説明内容等の患者情報を共有するシステム。 

 

７ 地域連携クリニカルパス：地域内で各医療機関が共有する、患者に対する治療開始から終了までの

全体的な治療計画 

 

８ 信州型総合医：健康長寿を支える地域保健医療活動をよく知り、患者の全身を幅広く診療できる医

師。 

 

９ 医療事故調査制度：医療法に基づき、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その

調査報告を民間の第三者機関（医療事故調査・支援センター）が収集・分析することで再発防止につ

なげるための医療事故に係る調査の仕組み。制度の対象となる医療事故は、当該病院等に勤務する医

療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産で、当該管理者が当該死亡

又は死産を予期しなかったもの。なお「医療事故」に該当するかの判断と最初の報告は、医療機関の

管理者が行う。 

 

１０ 医療メディエーター：医療事故が発生した場合や、患者と医療者間での意見の食い違いなどが起

こった場合、双方の意見を聞いて話し合いの場を設定するなどして問題解決に導く仲介（メディエー

ション）役のこと。 

 

１１ 地域包括ケアシステム：重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するもの。 

 

１２ 地域医療構想：団塊の世代が 75 歳以上となり医療需要が増加すると見込まれる 2025 年に向け、

患者の状態に応じた質の高い医療を効率的に提供できるような病床の機能分化・連携を進めるため、

医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごとに 2025 年の医療需要と病床の必要量を推計

し、それを実現していくための施策を定めるもの。 

 

１３ ＰＤＣＡサイクル：「Plan（計画） Do（実行） Check（評価） Action（改善）」の略。業務プ 

ロセスの管理手法の一つ。計画から実行、検証、そして改善というプロセスをさらに次の計画に活か 

していく。 
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１４ クリニカルインディケーター：病院の様々な機能や診療の状況などを数値化し、定期的に評価・分

析することにより、医療の質の向上に役立てようとするもの 

 

１５ ベッドコントロール：病院等における入院患者のベッド（病床）を効果的・効率的に稼働させるた

め、空いているベッドの数や退院予定患者数を把握し、病床の管理・調整を行うこと 

 

１６ ＤＰＣ：「Diagnosis（診断） Procedure（診療行為） Combination（組合せ）」の略で、従来の

診療行為ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者の病名や症状をもとに、手術の有

無や合併症の有無、処置の状況、重症度などに応じて、厚生労働省が定めた１日当たりの診断群分類

点数をもとに医療費を計算する定額払いの会計方式。診療の標準化及び透明化並びに診療の質の向上

を図るために導入された。 

 

１７ 診療情報管理士：診療情報を活用することにより、医療の安全管理、質の向上及び病院経営の管理

などにかかわる専門職 

 

１８ プロパー化：県派遣職員を順次解消し、県立病院機構が職員を独自に採用すること 

 

１９ 第一種感染症指定医療機関：主として一類感染症（エボラ出血熱、ペストなど）、併せて二類感染

症（結核、SARS、鳥インフルエンザなど）の患者の入院を担当する医療機関 

 

２０ 第二種感染症指定医療機関：二類感染症患者の入院を担当する医療機関 

 

２１ 医療観察法：心神喪失又は心神耗弱の状態（精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責

任を問えない状態）で、重大な他害行為（殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害）を行った

人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度。不起訴処分となるか

無罪等が確定した人に対し、検察官からの申立により、裁判所が入院・通院の要否を決定する。 

 

２２ ターミナルケア：終末期医療、終末期看護 

 

２３ 総合周産期母子医療センター：母体・胎児集中治療管理室（Ｍ－ＦＩＣＵ）を含む産科病棟及び 

新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）を備えた医療機関。母体・新生児搬送受入体制を有し、母体の救

命救急への対応、ハイリスク妊娠に対する医療、高度な新生児医療等を担う。 
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資料１ 評価委員名簿 

 

地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会 委員名簿 

（任 期 ： 平成28年４月28日～平成30年４月27日） 

 

 

氏  名 役 職 等 

何 原

いず はら

  真 弓

ま ゆ み

 

飯田市立病院地域医療総合連携室 

元飯田市立病院看護部長 

小 口

お ぐ ち

 壽 夫

ひ さ お

 
諏訪赤十字病院名誉院長 

小

こ

宮

み

山

やま

  淳

あつし

 

信州大学名誉教授 

元国立大学法人信州大学学長 

関

せき

  利恵子

り え こ

 
信州大学経法学部准教授 

中

なか

村

むら

 田

た

鶴子

づ こ

 
弁護士 

西

にし

 田

だ

 在

ざい

 賢

けん

 

静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研究科

教授 

山 上

やまがみ

 哲 生

て つ お

 
大日本法令印刷株式会社代表取締役社長 
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資料２ 評価委員会の開催状況 

 

地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会の開催状況 

 

<平成 28年度>   

第１回（平成28年７月15日） 

 １ 会議事項 

   (1) 委員長の選任 

(2) 平成 28年度評価委員会のスケジュールについて 

(3) 平成 27年度評価の視点（案）について 

(4) 地方独立行政法人長野県立病院機構平成27年度業務実績報告及び決算について 

(5) 地方独立行政法人長野県立病院機構役員報酬規程の一部改正について 

 ２ 報告事項 

 地方独立行政法人長野県立病院機構平成28年度年度計画について 

 

第２回（平成28年８月５、８日） 

  ○会議事項 

(1) 平成 27年度の業務実績に関する評価（素案）について 

(2) 各病院長等からの意見聴取について 

 

 

第３回（平成28年９月１日） 

  ○会議事項 

(1) 平成 27年度業務実績に関する評価の決定について  

(2) 平成 27年度財務諸表の承認に関する意見について 
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資料３ 年度評価実施要領 

 

年度評価実施要領 

 

平成22年10月26日 

地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会決定 

 

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 28 条第１項

の規定による地方独立行政法人長野県立病院機構（以下「機構」という。）に係る各事

業年度における業務の実績に関する評価（以下「年度評価」という。）は、機構の業務

の質の向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資すること等を目的として、この要領

の定めるところにより実施する。 

 

１ 年度評価の基本 

  年度評価は次に掲げる事項を基本として行うものとする。 

(1) 年度評価は、各事業年度における機構の業務の実績に基づき中期計画の実施状況

の調査及び分析を行い、その結果を踏まえ、当該業務の実績の全体について総合的

な評価を行うこと。 

(2) 中期計画の実施状況を的確に把握するため、機構理事等からの意見聴取を行うこ

と。 

(3) 機構の質的向上を促す観点から、戦略性が高く意欲的な目標及び計画については、

達成状況の他に取組の過程や内容を評価する等、積極的な取組として適切に評価を

行うこと。 

 

２ 実施方法 

(1) 業務の実績報告 

地方独立行政法人長野県立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

（平成 22 年長野県規則第 12 号）第６条に規定する報告書は、業務実績報告書（別

紙様式）によるものとする。 

 なお、当該報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

ア  機構の概要 

イ  業務の実績 

   (ｱ) 全般的実績 

機構全体及び病院、介護老人保健施設ごとに、総括、業務実績の概要及び特

記事項等を記載すること。 

(ｲ) 項目別実績 

中期計画の項目別に実績を記載し、自己評価を行うものにあっては以下の区

分及びその説明を記載すること。 
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Ａ 年度計画に対し十分に取り組み、成果も得られている。 

Ｂ 年度計画に対し十分に取り組んでいる。 

Ｃ 年度計画に対する取組は十分ではない。 

 

(2) 年度評価の方法 

ア 調査及び分析 

  中期計画の実施状況について、業務実績報告書等に基づき機構理事等からの意見

聴取を行うことなどにより、調査及び分析を行う。 

イ 評価 

 (ｱ) 総合評価 

(ｲ)及び(ｳ)並びに２の(1)のイの(ｱ)の総括等を踏まえ、中期計画の実施状況を

評価する。 

    (ｲ) 大項目別の状況 

調査及び分析の結果を踏まえ、中期計画の「第１ 県民に提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する事項」及び「第２ 業務運営の改善及び効率

化に関する事項」について、中期計画の達成に向けた業務の実施状況を記述す

るとともに、特に評価できる点及び課題となる点を記述する。 

(ｳ) 病院、介護老人保健施設別の状況 

病院、介護老人保健施設別にその特性に配慮しつつ、特に評価できる点、課

題となる点等の重要事項について記述する。 
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（別紙様式） 

 

 

 

 

 

平成  年度 業務実績報告書 

 

 

（第１期中期計画・第 事業年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月 

 

 

地方独立行政法人 長野県立病院機構 
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Ⅰ 機構の概要 

 

１ 名称 

 

 ２ 所在地 

 

 ３ 法人の設立年月日 

 

 ４ 役員の状況 

 

 ５ 組織図 

 

６ 法人が運営する病院及び介護老人保健施設の概要 

 

 

 

Ⅱ 業務の実績 

１ 全般的実績 

(1) 機構  

 

 

(2) 須坂病院 

 

 

(3) こころの医療センター駒ヶ根 

 

 

(4) 阿南病院 

 

 

(5) 木曽病院   

 

           

(6) こども病院 

 

 

(7) 阿南介護老人保健施設 

 

 

(8) 木曽介護老人保健施設 

（機構及び病院、介護老人保健施設ごとに、【総

括】、【業務実績の概要】、【特記事項】を記

載する。） 
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２ 項目別実績 

第１ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 地域医療、高度・専門医療の提供 

(1) 地域医療の提供 

 

番

号 

中期計画 年度計画 

自己評価 

病

院 

評

価 

説 明 

 

  

  

 

 

  

   

 

  

   

 

  

   

中

期

目

標

 

 

※記載に当たっての留意点 

 説明欄には運営の質を判断できるよ

うに実績、取組の過程や内容、課題等

を記載 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 組織運営体制の構築 

(1) 柔軟な組織・人事運営 

 

番

号 

中期計画 年度計画 

自己評価 

評価 説 明 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

中

期

目

標

 

 

※記載に当たっての留意点 

 説明欄には運営の質を判断できるよ

うに実績、取組の過程や内容、課題等

を記載 
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第３ 短期借入金の限度額 

 

中期計画 年度計画 実 績 

  
 

 

第４ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

中期計画 年度計画 実 績 

  
 

 

第５ 剰余金の使途 

 

中期計画 年度計画 実 績 

  
 

 

第６ その他県の規則で定める業務運営に関する重要事項 

 

中期計画 年度計画 実 績 
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資料４ 年度評価の評価基準 

 

年度評価の評価基準 

 

 平成 23年４月20日 

地方独立法人長野県立病院機構評価委員会決定 

 

 地方独立行政法人法（平成15年法律118号）第28条の規定及び年度評価実施要領（平

成22年 10月 26日地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会決定）に基づく地方独

立行政法人長野県立病院機構（以下「機構」という。）の各事業年度における業務の実績

に関して行う評価の基準については以下のとおりとする。 

  

 

１ 総合評価 

大項目別の状況、病院、介護老人保健施設別の状況、業務実績報告書の全般的実績

の総括等を踏まえ、県民に提供するサービスその他の業務の質の向上、業務運営の改

善及び効率化、財務内容の改善の観点から中期計画の達成の可能性について総合的に

評価する。 

 

２ 大項目別の状況 

中期計画の「第１県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」

及び「第２業務運営の改善及び効率化に関する事項」について、中項目ごとの実施状

況を記述し、その状況等を総合的に勘案して大項目別の中期計画の達成状況を評価す

る。 

  また、機構全体の業務の改善、充実を図る観点から、地方独立行政法人制度の利点

を活かした機構の戦略的な取組や課題となる点について記述する。 

 

３ 病院、介護老人保健施設別の状況 

病院、介護老人保健施設別に、地域での役割や提供する医療の内容等の施設の特性、

施設運営に当たっての自律性、機動性、透明性、効率性を考慮して、地方独立行政法

人制度の利点を活かした病院の意欲的な取組や課題となる点について記述する。これ

により、大項目別の中期計画の達成状況及び総合評価の参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


